
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 











※路線図は令和５年１月時点のものです。



 



 

 

 

 

 

第５期横浜市地域福祉保健計画素案とパブリックコメントの実施について 

 
 
第５期横浜市地域福祉保健計画(以下、「第５期市計画」という。）(令和６年度～10 年度)の策

定に向け、現行の第４期市計画の実施状況や主な課題、施策の方向性等を「横浜市地域福祉保健

計画策定・推進委員会」等で協議・検討してきました。この度、第５期市計画素案がまとまりま

したので御報告します。また以下のとおり、パブリックコメントを行いますので、御理解、御協

力のほどお願いいたします。今後は、いただいたご意見を踏まえ、最終案の検討を進め、令和６

年３月に計画を策定する予定です。 

 
１ 令和４年度の協議・検討経過 

横浜市地域福祉保健計画策定・推進委員会での協議をはじめ、関係団体との意見交換、関係

機関への意見照会等を行い、検討を進めました。 

・関係団体との意見交換 13団体(各１回) 

・横浜市地域福祉保健計画策定・推進委員会 計２回開催 

・横浜市地域福祉保健計画・横浜市地域福祉活動計画検討会 計２回開催 

・横浜市地域福祉保健計画策定・推進委員会分科会１、分科会２ 計４回開催 

 

２ 第５期市計画素案の概要について 

  資料１「第５期横浜市地域福祉保健計画 素案パブリックコメント用リーフレット」のと

おり 

 

３ パブリックコメント実施期間 

  令和５年５月 26日（金）から６月 27日（火）まで    

 

 

添付資料 

  資料１ 第５期横浜市地域福祉保健計画 素案パブリックコメント用リーフレット 

資料２ 第５期横浜市地域福祉保健計画 素案冊子 

市連会５月定例会説明資料 
令 和 ５ 年 ５ 月 1 2 日 
健 康 福祉 局 福 祉保 健課 
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令和５年住宅・土地統計調査の実施について 

 

 

日頃から、横浜市政の推進に格別の御支援、御協力をいただき厚くお礼申し上げます。 

さて、本年10月１日を調査期日として、統計法に基づく基幹統計調査である住宅・土地統

計調査を総務省所管により実施します。 

つきましては、本調査の趣旨を御理解いただき、円滑に調査が実施できるよう周知等に

ついて特段の御配慮と御協力をお願いします。 

なお、調査員の確保・配置は総務課統計選挙係で行います。（都筑区ＨＰ等にて、５月31

日（水）まで募集中です。） 

 

調査の概要について 

（１）調査の目的 

我が国の住宅及び土地とこれらを取り巻く環境に関する国民生活の実態を総合的に

明らかにすることにより、国及び地方公共団体の住生活関係諸施策の基礎資料を得る

ことを目的とした調査で、昭和23年以来５年ごとに実施しており、今年はその16回目に

あたります。 

本調査は、多様化している居住状況や少子・高齢化等の社会・経済状況の変化を踏ま

え、耐震性・省エネルギー性などの住宅性能水準の達成度や少子・高齢社会を支える居

住環境の整備等の実態を明らかにします。また、住環境対策として空き家対策の重要性

が高まっていることから、空き家の所有状況を含めた住生活の実態を把握することも

目的としています。 

 

（２）調査期日 

   令和５年10月１日 

 

（３）調査の対象 

   令和２年国勢調査調査区のうち約６分の１の調査区を対象とし、１調査単位区（50

住戸前後）から17住戸を無作為抽出して調査します。 

 

 

 

 

                           さらに 

                                                        

 

 

 

 【参考】１７世帯×282調査区→4,794世帯が対象となります。 

     都筑区全世帯（87,741世帯(R5.4.1時点)）の約１８分の１にあたります。 

 

 
裏面あり 

都筑区の国勢調査調査区 

1,589調査区 抽出 
住宅・土地統計調査対象 

282調査区 

抽
出 

１調査区当たり 

１７住戸を抽出（調査対象世帯） 

区連会５月定例会説明資料 

令 和 ５ 年 ５ 月 1 9 日 

都 筑 区 総 務 課 



（４）調査項目 

ア 現在住んでいる住居に関する事項 

○居住室の数 ○敷地面積  ○バリアフリー設備の有無 

○建物の構造 ○建物の階数 ○増改築及び改修工事に関する事項 など 

  イ 世帯に関する事項 

   ○世帯の構成 ○通勤時間  ○現住居に入居した時期  

   ○年間収入  ○前住居   ○家賃又は間代 など 

  ウ 現住居以外の住宅に関する事項 

   ○所有の有無 ○住宅の用途 ○空き家の所有状況 など 

  エ 現住居以外の土地に関する事項 

   ○所有の有無 ○土地の利用状況 など 

 

（５）横浜市における調査結果の活用例 

 ア 横浜市空家等に係る適切な管理、措置等に関する条例の制定の基礎資料 

 イ 横浜市住生活マスタープランの策定の基礎資料 

 ウ 耐震や防災を中心とした都市計画制定の基礎資料 など 

 

（６）調査の日程 

   次の日程で調査員が対象調査区にお伺いいたします。 

   ・９月上旬から中旬 対象調査区内の巡回（調査区の確認）、調査のお知らせの配布 

   ・９月23日から30日 調査票の配布 

   ・10月１日から９日 調査票の回収 

   ※オンライン又は郵送による回答（回答期限10月９日）が大部分を占めるため 

    調査員による回収はごくわずかとなる見込みです。 

   ・10月中旬頃    調査票未提出世帯への提出依頼 

 

（７）調査方法 

   調査員による調査票の配布を行います。世帯からの調査票の回答方法は、①インタ 

ーネットを利用したオンライン回答、②郵送による提出、③世帯の任意封入による調 

査員による回収のいずれかの方法となります。 

 

（８）オンライン回答の推奨 

   オンライン調査は、世帯の負担軽減や回答に当たっての利便性向上に加え、集計作 

業の効率化や迅速化、集計結果の正確性の向上に繋がります。簡単・便利なオンライン 

回答をぜひご利用ください。 

    

 

 

 

(問合せ)都筑区総務課統計選挙係 

電話 948-2215 





045-943-4058











































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

1 都筑スタイル キックオフセミナー（６月） 

    自治会町内会活動をはじめとした地域活動の魅力アップ・団体同士 

のつながり・人材発掘など都筑らしいスタイルの地域活動を一緒に考 

えるトークセッションや参加者同士の交流も行います。 

     開催日時 令和５年６月 24 日（土）10 時～12 時 
 

 自治会町内会向けアドバイザー派遣（６月～） 

個々の自治会町内会のニーズや課題に合わせて選定した専門家が 

ご希望の日時・場所で、個別に事例紹介やアドバイスなどを行います。 
 

３ 集合コンサルティング（９月～） 

    自治会町内会での自主防災活動をテーマに人が集まる、楽しめる新しいアイデアの提供や互いの活動を 

学び合うコンサルティングを行います。 
 

 ４ イベント・事業実施サポート（７月～） 

専門家からのアドバイスやコンサルティング等を通じて創出された、やってみたい事業やイベントを 

株式会社イータウンの専門スタッフがサポート。今後の本格実施につなげます。 
 

５ 発表会（３月） 

事業へ参加した自治会町内会が互いに取組を発表し、講師や参加者同士での交流を行います。 
 

６ ニュースレターでの発信（年３回） 

事業の内容や進捗、生き生きと活動する様子を、区内全ての自治会町内会へお伝えします。 

区連会５月定例会資料 
令和５年５月 19日 
都筑区地域振興課 

専門家と一緒に自治会町内会の魅力アップ・課題解決を支援 

「都筑スタイル 都筑の自治会町内会応援事業」について 

都筑区では、123 の自治会町内会が地域のために積極的に活動しています。 

この度、都筑区役所は、株式会社イータウンと協働し、区内自治会町内会の皆様の「担い手育成」「広報の

ICT 化」「イベント実施」など様々な分野での魅力アップ・課題解決をサポートすることで、自治会活動がも

っと楽しく、クリエイティブになるスタイル（都筑スタイル）を目指し、６つの項目から総合的に支援する

『都筑スタイル 都筑の自治会町内会応援事業』を実施します。 

事業概要 

２ 

１ 

３ 

４ 

５ 

６ 

 

 

裏面あり 

【４月会長あて依頼済、５月区連会で会長あて再周知・ポスター掲出依頼中】 

【５月区連会で会長あて依頼中】 



 

 

事業のイメージ図 

詳細は、都筑区ホームページで随時お知らせします→ 

協働事業者「株式会社イータウン」について 

 

2004年７月設立。「caféから始まるおもしろまちづくり」をキャッチフレーズに2005年から港南台タ

ウンカフェを運営。まちづくり実践者として、地域の多様な団体・市民参加型のまちづくりを目指す。

代表取締役の齋藤 保氏を中心に、コミュニティカフェ・ソーシャルビジネス支援として運営支援や人

材発掘・育成事業を展開するほか、自治会町内会の役員向け講座、マンションの自治会会員向け交流会

の開催等の実績がある。 

 

 

 

 

 















 

川向町町 

 
 

 

 
近年は、全国的に大規模な河川の氾濫や浸水による水害が多発し甚大な被害が発

生しており、都筑区においてもいつ発生してもおかしくない状況です。都筑区では

風水害対策の一つとして区独自の防災用スピーカーを鶴見川・早淵川周辺に 13 基設

置しており、いざ災害が起きそうなときには、この防災用スピーカーを活用して大

雨に関する情報や避難情報などを川沿いの皆様方にお伝えしております。 

今年度は、防災用スピーカーを一斉に鳴らし試験放送を実施いたします（一部別

日に実施）。近隣地域の皆様方におかれましては大きな音が鳴りますので、御理解・

御協力をいただきますようお願いいたします。 

 

１ 放送日時 

(1) 下記（2）以外の 12 基の防災用スピーカー 

令和５年７月 15 日（土） 10 時 00 分～10 時 10 分（予定） 

(2) 東山田地域ケアプラザ設置の防災用スピーカー 

令和５年７月 18 日（火） 10 時 00 分～10 時 10 分（予定） 

  

２ 放送する防災用スピーカーの設置場所 

鶴見川沿い 早淵川沿い 

①川和車両基地（川和町 379） ⑧中川中学校グラウンド（大棚町 240） 

②佐江戸公園（佐江戸町 276-1） ⑨大棚町公民館（大棚町 477） 

③川内自治会館（池辺町 4364-9） ⑩勝田会館（勝田町 1333） 

④日東樹脂工業㈱屋上（池辺町 4792） ⑪早渕かなりあ公園（早渕 3-42） 

⑤川向町土木事務所資材置場 

（川向町 155） 

⑫早渕三丁目こどもの遊び場 

（早渕三丁目第三京浜高架下） 

⑥川向しものや公園（川向町 1266） ⓭東山田地域ケアプラザ 

（東山田町 270） 

⑦折本町西耕地公園（折本町 154-5）  

 ※裏面の地図を参照ください。 

   

３ 内容 

サイレン音及び試験放送を５分程度放送します。 

 

４ その他 

大雨警報等の発表により区災害対策本部を設置したときなどは試験放送を中止し

ます。 

 

 

鶴見川・早淵川周辺に設置した 

防災用スピーカーの試験放送を実施します！ 

都筑区役所からのお知らせ 

【裏面あり】 

区連会５月定例会説明資料  

令 和 ５ 年 ５ 月 1 9 日 

都 筑 区 総 務 課  



 

 

 

 

 

 

 

 

＜鶴見川沿い防災用スピーカーの設置場所＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜早淵川沿い防災用スピーカーの設置場所＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

お問合せ先 ：都筑区役所総務課 

兼重、野崎 

電話番号  : 948-2212 

鶴見川・早淵川周辺にお住いの皆様へ！ 
今回の試験放送では、どのような環境だと聞こえるか、各自宅等でご確認

ください（窓を閉めていたら内容までは聞き取れないが、窓を開けることで
聞き取れる等）。 
なお、災害時は、防災用スピーカーの他、市や区のホームページ、防災情

報 E メール、関係機関と連携した車両による広報などにより皆様方に情報を
お伝えしております。 

＜鶴見川沿い防災用スピーカー設置場所＞ 

早淵川 

鶴見川 
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https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kurashi/fukushi_kaigo/ 
chiikifukushi/saigai-shien/tuzukisonae.files/0029_20230405.pdf 

https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kurashi/fukushi_kaigo/ 
chiikifukushi/saigai-shien/tuzukisonae.html 

 

 

 

 

 

 

災害時要援護者支援事業へのご協力について（依頼） 

 

 

日頃から、災害時要援護者支援事業にご協力いただき、ありがとうございます。 

昨年度、ご協力いただいた自治会町内会アンケートでは、多くの地区で、要援護者支援の取組が進

められていることがわかりました。一方で、取組を進めていく上で課題がある、というご意見もたく

さんいただきました。 

このたび、災害時要援護者支援の取組をより多くの方にご理解いただき、一層推進されることを

目的として、「そなえあいブック」を発行しました。 

 

 

【依頼事項】冊子の班回覧のお願い 

   区連会終了後、必要部数を送付します。 

 

  この資料をもとに各地区で話し合いなどを進めていただく場合は、担当がご説明に伺います。 

希望される場合は、お気軽にお声がけください。 

  なお、この冊子は、 都筑区役所及び区内地域ケアプラザに配架しています。また、都筑区ホー

ムページにも掲載しています。 

・「そなえあいブック」 

    

 

 

 

・災害時要援護者支援事業「つづき そなえ」 

    

 

 

 

   

 

 

担当 都筑区役所福祉保健課 林、那須 

℡：948—2344 

Email：tz-tifuku@city.yokohama.jp 

区連会５月定例会説明資料 

令 和 ５ 年 ５ 月 1 9 日 

都 筑 区 福 祉 保 健 課 

mailto:tz-tifuku@city.yokohama.jp


災害時にも助け合えるよう、日頃からできることがあります

地
震
あ
っ
た
け
ど
、大
丈
夫
？

お
子
さ
ん
は
ど
う
？

仲
良
し
の
ご
近
所
さ
ん

様
子
を
見
に
来
て
く
れ
た
ん
だ

大
丈
夫
、あ
り
が
と
う
！

ふ
ぅ…

　
収
ま
っ
た…

ユラユラ

ユラ…ユラ…

ユラユラ

…

地
震
だ
！

ピ
ン
ポ
ー
ン
♪

都筑区災害時要援護者支援「つづき そなえ」 ガイドブック
みんな

で
取り組む

ち
ょ
っ
と

気
に
な
る
け
ど

よ
く
知
ら
な
い
人
だ
し

ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
な
？

そ
う
い
え
ば
、お
隣
の
お
じ
い
さ
ん

ひ
と
り
暮
ら
し
っ
て
聞
い
た
け
ど

大
丈
夫
か
な…



今
の
地
震
は
震
度
４…

あ
っ
、地
震
の

関
連
記
事
が
出
て
る

そ
れ
は
困
る
な
ぁ

う
ち
に
は

赤
ち
ゃ
ん
も
い
る
の
に

ね
ぇ
、こ
れ
見
て

大
震
災
が
起
き
た
ら
大
変
！

災
害
の
対
策
、し
た
方
が

い
い
よ
ね
？

た
し
か
に

あ
！
そ
う
い
え
ば

さ
っ
き
来
て
く
れ
た

ご
近
所
さ
ん
ね

大
震
災
の
被
災
者

な
ん
だ
け
ど

大
変

だ
っ
た
ん
だ
ね…

大
き
な
災
害
で
は

同
じ
よ
う
に
ご
近
所
さ
ん
に

助
け
ら
れ
た
方
が

た
く
さ
ん
い
る
み
た
い
だ
よ

被
害
に
あ
っ
た
方
は

高
齢
者
や
障
害
の
あ
る
方
が

多
か
っ
た
ん
だ
っ
て…

多
く
の
災
害
で
そ
う
ら
し
い
の

特
に
、ひ
と
り
で
の
避
難
が

難
し
そ
う
な
方
に
は

配
慮
し
た
い
っ
て

だ
か
ら
、災
害
の
時
に
は

ご
近
所
同
士
で

声
を
か
け
あ
い
た
い
な
と

言
っ
て
い
た
よ

実
は
気
に
な
っ
て
る

こ
と
が
あ
っ
て

な
る
ほ
ど…

な
あ
に
？

あ
の
さ…

私
た
ち
だ
け
じ
ゃ
な
く
て

も
っ
と
支
え
あ
い
の
仲
間
が

い
た
ほ
う
が
い
い
ね

そ
れ
に
、日
頃
か
ら

顔
の
見
え
る
関
係

の
ほ
う
が

災
害
の
と
き
に
も

支
え
あ
え
る
よ
ね

う
ち
も
赤
ち
ゃ
ん
が
い
る
し

僕
の
職
場
も
区
外
だ
か
ら

発
災
時
に
ど
う
な
る
か…

僕
た
ち
が

助
け
て
も
ら
わ
な
い
と

い
け
な
い
か
も…

そ
れ
に
配
慮
が

必
要
な
方
は

地
域
に
結
構
い
る
か
も

そ
う
思
う
け
ど

あ
ま
り
知
ら
な
い
人
だ
か
ら

と
つ
ぜ
ん
声
を
か
け
た
ら

び
っ
く
り
さ
れ
る
か
も…
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消防、警察
自衛隊
約8,000人

平成２３年東日本大震災の死者・行方不明者

近年の災害における犠牲者

被害全体のうち ６０歳以上の高齢者の割合

６5歳以上の
高齢者の割合

障害者の死者・行方不明者の割合

［出典］内閣府　災害対策基本法等の一部を改正する法律案の概要

約６５％
健常者の約２倍

内閣府　令和元年台風第１９号等を踏まえた
高齢者等の避難に関するサブワーキンググループ第１回資料出典

●令和元年台風第１９号（東日本台風）
●令和２年７月豪雨 約79％

約６５％

河田惠昭(1997)「大規模地震災害による
人的被害の予測」自然災害科学第１６巻 第1号出典

例えば、阪神・淡路大震災では
自力脱出困難者のうち
約８割が、家族や近所の
住民等によって救出されました。

近隣住民等
約27,000人

あの大震災の日は、
電車も全部止まり
私は帰宅困難に
なりました…

災害への備え

手
助
け
？

よ
く
知
ら
な
い
人
に
は

頼
め
な
い
よ

防
災
リ
ュ
ッ
ク
と
か

非
常
時
の
連
絡
方
法
と
か

阪神・淡路大震災における
救助の主体と救出者数

地域での支えあいの大切さ

特集

え
え
っ…

帰
宅
困
難
!?

地
震
で
倒
れ
て
き
た
タ
ン
ス
に

ぶ
つ
か
っ
て
ケ
ガ
を
し
て

自
分
だ
け
で
は
家
か
ら

出
ら
れ
な
か
っ
た
ん
だ
っ
て

あ
っ
！

お
隣
の
お
じ
い
さ
ん
！

声
を
か
け
あ
え
る
と
い
い
よ
ね
！

で
も
、具
体
的
に
は

ど
う
し
た
ら

い
い
ん
だ
ろ
う
？

そ
の
時
の
お
隣
の
家
の
人
が

気
づ
い
て
助
け
て
く
れ
た
ん
だ
よ



ま
た
今
年
も

防
災
訓
練
の
時
期
が

近
づ
い
て
き
て

そ
の
企
画
を
考
え

始
め
た
と
こ
ろ
だ
し

で
も
、「
や
っ
ぱ
り

『
つ
づ
き
そ
な
え
』も

必
要
だ
ろ
う
か
ら

他
の
自
治
会
の
事
例
を
調
べ
て

み
て
も
ら
え
な
い
か
」っ
て

実
際
に
行
わ
れ
て
る

取
組
は

参
考
に
な
る
よ
ね
！

「
つ
づ
き
そ
な
え
」は

特
に
や
っ
て
な
い
っ
て

「
正
直
、大
変
そ
う…

」

と
い
う
の
も

み
ん
な
気
が
か
り
な
ん
だ
っ
て

必
要
な
取
組
じ
ゃ
な
い
か
っ
て

意
見
が
出
た
こ
と
も
あ
る
け
ど

結
局
何
を
し
て
い
い
の
か

わ
か
ら
な
く
て

そ
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
っ
て

敬
老
会
と
か

続
け
て
い
き
た
い
行
事
も

結
構
あ
っ
て
、

ど
う
し
た
ら
い
い
か

悩
ま
し
い
と
も

言
っ
て
い
た
よ
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「つづき そなえ」

「つづき そなえ」は、
実際にどこかで行われているの？

実は、私の地域でも
「つづき そなえ」を
やっていたりするのかしら？
誰に聞いたらいいんだろう？

もちろん！ 都筑区内で、
様々な取組が行われています！

　「災害時にも助けあえるよう、地域で日頃からの支えあいの関係を築く取組」を、
都筑区では「つづき そなえ」と愛称をつけて推進しています。

　災害の被害を最小限にするためには、自助と共助がとても重要です。過去の災害では、特に発災
直後は、多くの人が友人・隣人に助けられています。
　自分や家族の備えをしておくとともに、地域で日頃から顔の見える、支えあいの関係を築くことが
大切です。

　横浜市では条例※を制定して、減災への取組や、自助及び共助に関する、市、市民及び事業者の責
務を定めています。市民の責務としては、備蓄などのほか、地域で行う防災訓練への積極的な参加
や、地域の助けあい、要援護者を地域ぐるみで守るよう努めることなどが定められています。
（※横浜市震災対策条例、横浜市災害時における自助及び共助の推進に関する条例）

「つづき そなえ」 地域での
日頃からの支えあい  災害時の要援護者支援

　乳幼児や高齢者、障害のある人、妊娠中の人、日本語の
理解が十分でない外国人など、災害の時に自分だけで避難
することが難しい方（災害時要援護者）は、特に配慮が必要
です。

地域での日頃からの支えあい

災害時の要援護者支援

AA

？？

？？

市や事業者についてもそれぞれの責務が定められています。 
詳細は横浜市防災計画をご覧ください。（「震災対策編」第１部 第６章）

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/bousai-saigai/
bosaikeikaku/keikaku/keikakutou/

「つづき そなえ」は、自治会町内会・連合町
内会自治会などが中心となって行われてい

ることが多いようです。他にも、マンション管理組合
や民生・児童委員、地区社会福祉協議会、地域防災
拠点など、地域の支えあい活動や防災活動との関
わりが考えられます。

AA

横浜市防災計画

自
治
会
長
さ
ん

な
ん
て
言
っ
て
た
？

は
い
、は
い
ー…

わ
か
り
ま
し
た

そ
れ
で
は

失
礼
し
ま
す

防災
防災

知ってください！

「つづき そなえ」のような取組は、市民の責務です

「つづき そなえ」取組のヒント



「つづき そなえ」は、
他の自治会では

どんなかんじで行われて
いるのかしら？

5566

●どんなことをやるか（取組の中心となる活動）
●誰を（要援護者の設定）
●誰が（活動を行う人の設定）
●実際に助け合いができるようにするための工夫
（訓練や啓発、 日頃からのつながり作り等）

　約90％の地区で「つづき そなえ」に関わる何らかの取組が行われています。
　最も多い「要援護者の把握」とは、要援護者の方の支えあいに関するご意向を確認しながら、地域の要
援護者の方々の状況を把握することなどを指しています。約80％の自治会で行われています。

0 20 40 60 80 100（%）

「つづき そなえ」の事例

　都筑区では、令和４年に自治会町内会（以下、自治会）に
「つづき そなえ」についてアンケート調査を実施しました。
その結果を一部ご紹介します。

要援護者支援のため、どのような体制を設けていますか？

※複数回答可

※複数回答可　※要援護者支援に関する取組を行っている自治会のみ回答

0 10 20 30 40 50 60 70 80

「つづき そなえ」に関わる取組は、自治会と様々な関係団体とが連携しながら行われていることが多い
ようです。また、この取組のために具体的な活動の担い手を募集したり、自治会役員や担い手、関係団体
などで話し合う場を定期的に設定したりするなどが行われています。

　要援護者を把握して名簿を作成する場合、その方法は大きく分けて2つあります。
　地域で募集する方法と、区役所からの提供を受ける方法です。以下に簡単な概要をまとめました。

0 10 20 30 40 50

どのようにして要援護者を把握していますか？
※複数回答可　※要援護者支援に関する取組を行っている自治会のみ回答

要援護者支援のため、自治会ではどのような取組を行っていますか？

どのように要援護者を把握していますか？

「つづき そなえ」に関するアンケート調査
？？

●地域と要援護者とのやりとりで
登録される

●地域との交流があまりない要援
護者に名簿掲載の意向を伺う機
会を作りにくい

●区役所が要援護者に名簿掲載の意向を伺う

●地域との交流の多少にかかわらず、要援護者に名簿掲載の意向
を伺う機会をもてる

介護保険など制度利用により区で把握している
高齢者や障害者のうち一部の方

方法 ❶地域で募集する（手上げ方式） ❷区役所から要援護者名簿の提供を受ける ※詳細は裏表紙を参照
同意方式 情報共有方式

対象となる方

特徴

名簿に
掲載される方

（例）・70歳以上の方
・不安な方はどなたでも

地域独自で要件を設定できる

「要援護者」として
名簿掲載を希望する方

手上げ方式？
同意方式？

要援護者の把握
顔の見える関係づくり

安否確認の方法の取り決め
啓発活動

防災訓練に要援護者も参加できるよう声かけ
防災マップを作成

避難経路や危険箇所など地域の状況を確認
その他

要援護者を想定した備蓄・備品の用意
特に行っていない

個別の避難計画を作成

民生委員や地区社会福祉協議会との連携した活動
避難支援などを担う支援者の募集や人選
取組について話し合う場を定期的に設定

その他 

手上げ方式
同意方式

名簿の作成はしていないが、要援護者を把握

その他

要援護者の把握は行っていない

情報共有方式

「つづき そなえ」の取組を検討するときのポイント

やっぱり
考えることが

いっぱいあるね

最初から大きなことを組み立てようとせず、
ちょっとした工夫でできそうな取組から
地域の防災対策の中に取り入れていくのも一案です。

？？

都筑区で「つづき そなえ」に取り組んでいる２つの自治会をご紹介します！

（%）

（%）

地域に提供される名簿に
「要援護者」として載ることに
拒否の意思表示をされた方以外

地域に提供される名簿に
「要援護者」として載ることに

同意された方

実際に
取り組んでいる方の
話も聞きたいね！



緊急時あんしん情報キット

　この取組に協力や参加できるボランティアを集めるため、町内会長が町内会活動への参加者、各種委嘱
委員や取組に賛同してくれそうな人等へ、個別に声をかけていきました。
　その過程では、活動を心配する声も聞かれました。その多くは「個人情報を扱う取組は不可能なので
は？」といった誤解でした。個人情報保護法の正しい理解について、繰り返し説明していきました。

　「この取組は『みんな 知り合い・助け合い事業』であり、つながりをつくることが主目的です」、「つながっ
ていれば、こういった事業がなくても発災時に支えあうことができます」、「この取組は、つながりを広げる
ためのツール（手段・手法）の一つです」とお伝えしてきています。

ささえあいカード

取組の概要

町内会報「ささえあいだより」

　茅ケ崎東町内会で進めている「みんな 知り合い・助け合い」事業は、災害の時に１人では避難が
難しい人々を有志のボランティアが支援する取組です。災害時の安否確認や避難支援を希望する
人に「ささえあいカード」への登録をお願いして「手上げ方式」の名
簿を作成するとともに、支援者に情報を正しく伝えるための「緊急時
あんしん情報キット」を配布して、自宅の冷蔵庫等で保管してもらい
緊急時に備えるようにします。

　年に１回「ささえあいだより」を発行し、町内会加入の有無を問わ
ず、茅ケ崎東地区にお住まいの全世帯を対象に配布して、新規登録
者や支援ボランティアの募集を行っています。
　ささえあいカードへの登録は、必ずしも支援を保障するものではあ
りませんが、災害時は誰もが被災者であり、要援護者になる可能性が
あります。この取組をきっかけとして地域での知り合いを増やすこと
で、みんなで支えあえる、助けあえる地域を目指しています。

仲間集めの取組は？Q.

7788

茅ケ崎東町内会

　既に取り組んでいる地域を参考にすると良いと思います。ゼロから作るよりも、マネできる取組はマネ
して、自分たちの地域にあった形にアレンジすればいいと思います。実は、マネだけすればできると思って
いましたが、それだけじゃなかったです（笑）。ひとつずつ乗り越えていきました。
　この取組は地域づくりのきっかけであり、目的は日頃からの住民同士のつながりです。日頃からのつな
がりが、災害時に役に立ちます。

　以前から、「つづき そなえ」の取組は必要だということは話題になっていました。この地域でも始めてみ
ようという流れになったのが2014年です。
　最初は何から取り組んだらいいのか分かりませんでした。そこで、「つづき そなえ」の取組が進んでいる
と評判であった荏田南連合自治会の取組を学ぶことにしました。荏田南連合自治会の方に講師をお願い
し、お話を聞きました。そのうえで、進めていく取組に優先順位を付けて活動していくことにしました。

　私たちの地域は過去に洪水被害に見舞われた経験があった
ため、水害対策への意識が高く、まずは隣接する早淵川洪水対
策についての取組から始めることにしました。区役所総務課や
消防団、早淵川に隣接する勝田町内会の会長を招いて、勉強会
や水防訓練を実施しました。そして、水害対策用のリーフレット
「早淵川洪水に備えて」を作成し、地域住民に配布しました。
　2016年からは、「つづき そなえ」の観点から「みんな 知り合
い・助け合い」事業としてスタートし、「緊急時あんしん情報キッ
ト」の配布準備を始めました。

活動をはじめたきっかけは？Q.
他の地域を参考に

過去の経験から

茅ケ崎東
町内会

有志のみ
なさんに

伺いまし
た！

粘り強く、説明しました

目指すのは、日頃からのつながりづくり

　活動を心配する意見があったとしても、進めていこうと思うこ
とができたのは、地域のみなさんの声から絶対に必要な取組だ
と感じられたからです。
　取組が始まり、実際にささえあいカード登録者のお宅を訪問し
ていくと、以前からつながりを持ちたかったという声などをいた
だき、「やはり必要な取組みだった」と思うことができました。ま
た、「必要なときはボランティアするから」、「自分は要援護者でも
あるけど、ボランティアもできますよ」と言ってくれる人もいらし
て、知り合える人がどんどん増えています。

活動の原動力は？Q.
みなさんからの声

　組織的に活動することです。町内会役員、ブロック長、班長などは１年で交替することも多いですが、
その任期中にこの事業に参加していただくことで、取組の理解者が増えていきます。

　町内会に入っていない人でも、この活動に参加することができるシステムにもこだわりました。この
取組は、地域のみなさんにとって必要だと考えてのことです。これをきっかけに町内会に加入してくれた
人もいました。町内会の活性化にも役立っていると思います。

大切にしていることは？Q.
組織的に取り組む事

地域の誰もが参加できること

活動者インタビュー

「つづき そなえ」に取り組む自治会❶ 



取組の概要
　港北センタープレイスでの「つづき そなえ」は、民生委員（当時）が立上げた「そなえの会」から始
まっています。災害時の安否確認などを希望する人や、この活動に協力できるという人を登録し、
お互いの交流の場として、３か月に一度、サロンが開かれています。

　自治会では、都筑区役所と協定を締結して、区役所が保有する災害時要援護者名簿の提供を
受けています。個人情報の取り扱いに関する研修を開催したり、自治会でも独自に「手上げ方式」
での要援護者登録や支援ボランティアを募ったりするほか、老人会や民生委員と連携して、事業の
体制を整え、災害時にそなえています。そなえの会は自治会としての取組ではありませんが、自治
会としてサロンの手伝いをしたり、ケアプラザ新聞をそなえの会に提供するなど、連携した活動を
行っています。

　先ほど息子のことで「そなえの会」のサロンに参加していたとお話ししましたが、実は、参加者が高齢者
中心ということもあり、途中から足が遠のいていました。自分が自治会の役員になり、再び「そなえの会」の
サロンに行くようになって気づいたのは、以前からの参加者が会場に来る際、段差のあるルートを避けて
いること。その気づきが高齢化を意識するきっかけとなりました。だからといって何かをすぐにできるわけ
ではありませんが、長くやっていくことで見えてくることがあると感じています。

　無理に形にしようとして何かをやろうとせず、地域の集いや活動を通じて少しずつニーズを把握してい
ければいいと思います。無理に形に合わせていこうとすると、出尽くしてしまったときにやれることがなく
なってしまうので、活動は止まってしまいます。
「そなえの会」のように、経時的な変化が把握できるといいでしょう。テーマは特に設けず、自由にお話を
する。その方が長続きすると思います。また、集まったのが２～３人だけだった回があってもいいと思いま
す。「あの時、こんなこと話して楽しかった」等が伝わっていけばいいと思いますよ。

感じていることは？Q.

991010

港北センタープレイス自治会

　「そなえの会」は有志の取組です。その当時はまだ自治会も立ち上がっておらず、民生委員が地域での
支えあいの取組が必要だと思って立ち上げたそうです。個人的な話ですが、私の息子には障害があり、
要援護者という形で「そなえの会」に参加していました。
　一方、自治会が区役所から要援護者名簿の提供を受けるようになったのは、それが連合町内会自治会
だけでなく、単位自治会も可能となったことがきっかけです。自治会から「名簿を受け取って、取り組んでい
きます」と全戸配布で周知して、理解を得ていきました。行政からの名簿提供では、まず要援護者に「自治
会に情報をお伝えしてもよいか」という内容の手紙が届きます。この手紙自体も啓発にもなると、当時の自
治会は考えたようです。
　私自身は自治会役員になったことで、区役所から受け取る名簿の管理や活用を行うようになりました。
また、自治会の役員は数名、「そなえの会」のサロンにお手伝いに入っているので、そちらにも携わっています。

活動をはじめたきっかけは？Q.
最初は有志の取組から

　自治会の支援やボランティアの参加もあり、今のところ仲間集め等で苦労したことはありませんが、
高齢化もありますし、担い手不足に関してはゆくゆく課題になってくるとは思っています。
　取組は、様々な人と連携して行っています。自治会での取組には、民生委員や老人会にも入ってもらい、情
報を共有しています。それぞれの活動のなかで出会った人に「そなえの会」を案内してもらうなどしています。

　「つづき そなえ」の取組に限らず、行事の担い手集め
には、掲示などのほかに、担い手経験者のメーリングリ
ストなどを活用しています。お客さんとして参加するだけ
よりも、一緒にやるほうが楽しいですし、「またやろうか」
という気持ちになってくれます。地域防災拠点の活動
や神社のお祭りなど、他の地域との連携が必要な場面
では、PTA活動や保護司活動などをしている仲間とと
もに活動しています。マンションの管理組合とも連携
関係です。

仲間集めの取組は？Q.

「そなえの会」の様子

連携で仲間を広げています

「つづき そなえ」以外でも

私の前の自治会長は常々、「マンションを故郷と思えるような形にしたい」とおっしゃっていました。例え
一時的に他の地域に引っ越したとしても、いずれ戻ってきたいと思ってもらえるようにと、「地域との連携」
をとても大切にされていたのを身近に見てきました。私はそこに強く影響を受け、引き継いできたと思っ
ています。

　要援護者のことといっても、法律に基づいた福祉的対応とか相談機関のようなことは私たちにはできま
せん。できるのは安否確認かなと思ってやっています。
　それから、個人情報の取扱いでは、名簿はカギのかかる部屋の金庫に入れて、活動の時に使う紙は万が
一誰かに見られても、何を表しているかがわからないような表にするなど、工夫しています。

大切にしていることは？Q.
マンションを故郷に

私たちにできることを

続けることの大切さ

港北セン
タープレ

イス自治
会

梶会長に

伺いまし
た！

活動者インタビュー

「つづき そなえ」に取り組む自治会❷ 
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　災害時に円滑な安否確認行動や避難行動をとるためには、身
近な地域における日頃からの顔の見える関係づくりや災害時要
援護者の把握が大切です。
　都筑区役所では、この活動のお手伝いのため、災害時要援
護者名簿を作成するとともに、その名簿を所定の手続きを経
て地域に提供しています。詳細につきましては、都筑区役所福
祉保健課までお問い合わせください。

　区役所が作成し、協定に基づき自主防災組織に提供できる災害時要援護者名簿の対象者は、
在宅で、次のいずれかに該当する方です。

区役所の災害時要援護者名簿の対象者

令和５年3月発行

横浜市都筑区福祉保健課

☎045-948-2344 045-948-2354FAX tz-tifuku@city.yokohama.jp
〒224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央３２－１
お問合せ先

1111

区役所からの名簿提供

法律や条例にも
定められている取組

都筑区役所
名簿

❶介護保険要介護・要支援認定者でア～ウのいずれかに該当する方
ア 要介護３以上の方
イ 一人暮らし高齢者、または高齢者世帯でいずれもが要支援または要介護認定の方
ウ 認知症のある方（要介護２以下で、認知症の日常生活自立度が　以上の方）

❷障害者総合支援法のサービスの支給決定を受けている身体障害者、知的障害者、難病患者
❸視覚障害者、聴覚障害者及び肢体不自由者のうち、身体障害者手帳１～３級の方
❹療育手帳（愛の手帳）A1・A2の方

なるほど〜！

考えてみよう！



 

 

  

自治会・町内会長 各位  

 

 

 令和５年度都筑区家庭防災員研修の実施及び地域防災活動支援事業制度について  

  

 令和５年度都筑区家庭防災員研修を次のとおり実施します。研修の受講者について、これまで同

様自治会及び町内会からの推薦により募集するほか、今年度からは、個人での応募も加えて募集を

実施します。また、これまで家庭防災員に限定していた自主活動補助金制度については、今年度か

ら地域防災活動支援事業制度に変更し、家庭防災員をはじめとした地域の皆様の自主活動を広く支

援するための活動経費とします。 

   

１  令和５年度都筑区家庭防災員研修について 

(1)  研修日時 

   令和５年８月４日、５日のいずれか 1日 

９時 30 分から 12時 00分まで 

※詳細は、【資料１】をご参照ください。 

(2)  研修受講者の要件 

     満 15 歳以上の都筑区在住の方であれば、どなたでも受講できます。 

    ※過去に家庭防災員の研修を修了した方も受講できます。 

 (3)  募集方法 

ア  自治会・町内会からの推薦 

研修受講希望者を各会長が取りまとめ、同封の様式に必要事項を記入の上、返信用封筒

にて都筑消防署総務・予防課予防係あて御返信ください。 

イ  個人での応募 

(ァ) 下記に印字された二次元コードを読み込んでいただき、直接御本人様が必要事項を入力 

の上、申し込みをお願いします。 

(ィ) 指定の申込書に必要事項を御記入の上、ＦＡＸで申し込みをお願いします。 

   ※お名前は、修了証に記載されるため正確に記入をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

裏面あり 

区連会５月定例会説明資料 

令和５年５月 19日 

都筑消防署総務・予防課 



ウ  自治会・町内会で受講希望者がいない場合は、同封の様式の希望者「無」に○印を記入

の上、返信用封筒にて都筑消防署総務・予防課予防係あて御返信ください。 

 (4)  研修参加人数 

   ア 各自治会・町内会長からの推薦は原則２名までとし、両日合わせて 60 名とします。 

（都合により２名を超える場合は、事前に担当者に御相談ください。） 

   イ  個人での応募については、先着順で両日合わせて 20名までとします。 

(5)  推薦名簿の提出期限及び個人での応募締め切り 

ア 推薦名簿の提出期限 

令和５年６月 28日（水）までに、都筑消防署総務・予防課予防係あて御返信ください。 

   イ  個人での応募締め切り 

     令和５年６月 28日（水）までに、指定の申込書及び電子申請システムにて、お申込みを 

お願いします。また、申し込み用紙は都筑消防署ホームページからダウンロードしていただ 

くか、消防署受付にて配布させていただきます。 

 なお、定員に達し次第締め切りとさせていただきます。 

(6)  その他 

ア  研修を受講される方には、７月中旬までに本人あてに研修案内を郵送いたします。 

イ  回覧用に用意しました「家庭防災員研修の概要（都筑区版）」（資料１）の文中では、会 

長への受講希望の申し出期間を、令和５年６月 23 日（金）までとしてありますのでご了承 

ください。 

 (7)  同封書類 

ア  家庭防災員研修の概要（都筑区版）（回覧用見本）【資料１】 

イ  家庭防災員研修受講（推薦）者名簿（令和５年度）【資料２】 

ウ 家庭防災員研修受講申込書（個人用）及び入力ホーム（見本）【資料３】 

エ  返信用封筒（切手付き） 

 

２ 令和５年度地域防災活動支援事業について 

 昨年度までは、自主活動補助金制度を運用していましたが、今年度からは地域防災活動支援事 

業制度に変更します。この事業は、家庭防災員の方をはじめ、地域の皆様や消防署も企画等に関 

わり、これまでの活動をさらに発展させ、自助から共助について、広く多くの方々に学んでいた 

だくことを目的としていますので、御質問、申し込み等ありましたら、令和５年７月 31（月）ま

でに、下記記載の都筑消防署 総務・予防課予防係まで御連絡ください。 

 ※例として 
   

   

   

    

     

 

 

目的 内容 

防災意識の向上 防災講演会 等 

※講演会での講師派遣費用の支出 

防災訓練の実施 DIG HUG 訓練 等 

※実施に際し必要となる文具類の購入費用の支出 



 

３ 新型コロナウイルスに係る研修会等実施における感染防止対策について 

  研修にあたっては、定期的に研修会場を消毒するほか、受講者間に一定の距離や間隔を確保し

ます。また、受講者の皆さまには、手指消毒などをお願いするほか、発熱、咳、倦怠感等の症状

がある方に対し受講自粛を要請するなど、必要な感染防止対策を徹底して実施します。 

   

 

 

お問合せ 
都筑消防署 総務・予防課 予防係 
担当：田中・荒川 
TEL・FAX 045-945-0119 



  資料１ 

 

 

 

 

      ～令和５年度都筑区家庭防災員研修の内容、申込みについて～ 

  １ 研修内容 

      都筑消防署の職員が丁寧に指導し、災害から身を守る知識や技術を学べます。 

      研修は、全 1 回で、時間、場所などは研修予定をご覧ください。 

２  申し込み方法 

 (1) 推薦で受講を希望される方 

   推薦で研修受講を希望する方は、６月 23 日（金）までに、自治会・町内会長へ申し出をお願 

いします。その後、各会長が研修受講希望者を推薦名簿に取りまとめの上、６月 28 日（水）ま 

でに、消防署に名簿の提出をお願いします。 

なお、推薦を受けた方には７月中旬頃に消防署から詳しい研修案内を郵送します。 

   (2) 個人で研修を希望される方 

      個人で研修を希望される方は、６月 28 日（水）までに、電子申請システム(二次元コード)又は

指定の申込書にてお申込みください。研修受講決定者には、応募期間終了後に７月中旬まで

に詳しい研修案内をメールまたは郵送にて送付します。 

      なお、定員に達し次第締め切りとさせていただきます。  

 ３  研修予定 

実施日時：８月４日(金)、８月５日(土)のいずれか 1 日   

９時 30 分から 12 時 00 分まで  

場所：都筑消防署ほか ※天候や災害等で内容及び場所等に変更が生ずることがあります。 

区分 内容 

防火研修 火災時の消火要領(水消火器)、避難要領(煙体験ハウス) 

地震研修 地震の知識や対応方法(起震車) 

救急研修 救急処置要領(AED を使用した心肺蘇生法など) 

災害図上研修 

風水害研修 

地図上から読み取れる情報等から、様々な災害に応じた防災対策を検

討する訓練 

 

４  その他 

  （1） 研修に参加される際は、公共交通機関のご利用をお願いします。 

   (2) 指定の申込書は、都筑消防署ホームページからダウンロードまたは消防署受付にて配布します。 

(3)  研修会場は定期的に消毒するほか、受講者間に一定の距離や間隔を確保します。また、受講者の 

皆さまには、手指消毒などをお願いするほか、発熱、咳、倦怠感等の症状がある方に対し受講自粛を 

要請するなど、必要な感染防止対策を徹底して実施します。 

 

都筑区家庭防災員研修に関するお問い合わせ 

                              都筑消防署 総務・予防課 予防係 ☎045－945－0119 

 

家庭防災員研修の概要（都筑区版） 



                                   

 

令和５年  月  日 

都 筑 消 防 署 長 

               自治会・町内会名                

               会 長 名                

               電   話                

家庭防災員研修受講(推薦)者名簿（令和５年度） 

※ 希望者がいない場合は「無」に○印をつけてご返信ください。 

 
右記に○を付けてください 

 
希望者   有 
（下記に氏名等を記入願います） 

 
希望者   無 

                        

【推薦者１】 

フ リ ガ ナ  

氏     名  

住     所 
〒２２４－ 

 都筑区 

電 話 番 号 
ご  自  宅    （    ）       

日中のご連絡先    （    ）       

研修受講希望日 

８月４日（第一・第二） 希望 

８月５日（第一・第二） 希望 

どちらでも 可 

 

【推薦者２】 

フ リ ガ ナ  

氏     名 
 
 

住     所 
〒２２４－ 
 都筑区 

電 話 番 号 
ご  自  宅    （    ）       

日中のご連絡先    （    ）       

研修受講希望日 

８月４日（第一・第二） 希望 

８月５日（第一・第二） 希望 

どちらでも 可 

 ※上記に記載された個人情報は、家庭防災員研修以外には、使用いたしません。 

◎留意事項 

・希望する日程をお選びください。ただし、申し込み人数により希望通りとならな

い場合があります。また、研修日が決定しましたら消防署から研修の御案内及び

研修資料を送付させていただきます。 

 ・満1 5歳以上の都筑区内在住の方であれば、どなたでも受講できます。 

 ・氏名は修了証に記載されますので、楷書で正確に記入してください。 

・住所は棟室番号（マンション等の場合）まで御記入ください。 

  令和５年６月28日（水）までに、同封の返信用封筒にてご返信ください。 

・その他、御不明な点は下記までお問い合わせください。 

 

 

 

都筑消防署 総務・予防課 予防係 

電話・FAX：945-0119 

資料２ 



8月4日 第一 第二 希望 8月5日 第一 第二 希望 両日とも

郵送 メール 両方

(備考)

１　受付は研修開始15分前から行います。

２　受講希望日及び研修資料送付希望について〇をつけてください。

３　申込書は内容を控えるなどして、保管してください。

６　欠席や受講日を変更する場合は平日(月～金曜日(祝日除く)午前９時～午後５時)に
　　都筑消防署総務・予防課家庭防災員担当まで御連絡ください。
　　TEL：045-945-0119

連絡先
TEL/FAX

同意
事項
(□に
チェッ

ク)

□ 当申込用紙に記入した情報が、受講後にお住いの
　 自治会町内会へ 提供されることについて、同意し
　 ます。

研修受講希望日

5　受講日の決定については、資料と合わせて御案内を送付させていただきます。
　（※御希望に添えない場合があります。あらかじめご了承ください。）

希望

資料3

　

氏名

フリガナ

住所

可

都筑区
　　　　　　　　

自治会町内会名

研修資料の送付希望

４　申し込み多数の場合については、日程の調整をさせていただくことがあります。また、定員を超えた場合は受講が
　　できませんので、あらかじめご了承ください。（※受講できない場合は消防署から御連絡させていただきます。）

希望 希望

【令和５年度都筑区家庭防災員研修 申込書】 個人用

～お申込み方法～

必要事項をご記入のうえ、郵送、ＦＡＸにて、６月28日（水）まで（必着）に以下の宛先にお申し込みくだ
さい。

【宛先】都筑消防署 総務・予防課 予防担当 宛

〇郵送：〒224-0032 横浜市都筑区茅ケ崎中央32-1

〇ＦＡＸ：０４５-９４５‐０１１９
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地域防災力の充実強化に向けた消防団員確保の取組について（情報提供） 

 

  消防団員は、「自らの地域は自ら守る」という精神に基づき、普段は自分の職業や学業

を持ちながら、都筑区の安全と安心を守るために活動しています。 

  今年度は、関東大震災から 100年経過する節目となることから、都筑消防署と都筑消防

団では、地域防災力の更なる向上のため、消防団員の確保に次のとおり取り組みますので

ご理解ご協力をお願いします。 

 

 １ 都筑消防団の現状（令和５年４月１日時点） 

 現状値 

消防団員数 391人  

充足率 88.9％  

 

 ２ 消防団員確保の取組 

   消防職員又は消防団員が、次の取組を実施します。 

(1)  消防団員募集チラシのポスティング 

(2)  消防車両等による巡回広報活動 

 

 ３ 取組期間 

   令和５年５月 29日から令和６年３月 31日まで 

 

 ４ その他 

(1)  消防団員募集チラシのポスティングは、消防職員又は消防団員が、必ず制服又は活

動服を着用して実施します。また、ポスティングする区域の自治会町内会長あてに、

事前に情報提供させていただきます。 

(2) 消防団員は、地域防災の要です。大規模災害時における被害の軽減を図るため、消

防団員確保の取組にご理解ご協力をお願いします。 

 

 

区連会５月定例会説明資料 

令 和 ５ 年 ５ 月 1 9 日 

都 筑 消 防 署 

お問合せ先 

都筑消防署総務・予防課 消防団係 

担当：中村、押尾 

電話：045－945-0119 



 
子どもの通学路交通安全対策事業について 

 
横浜市では、令和５年度から、交通事故データやＥＴＣ2.0 で収集した車両速度などのビッグデ

ータを活用し、ハード・ソフト両面で子どもの通学路交通安全対策事業に重点的に取り組みます。 
また、児童を対象とした交通安全教育、地域や保護者と連携した見守り活動などの交通安全対策

をモデル的に実施する交通安全推進校に、都田西小学校（都筑区）が選定されました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

区 連 会 ５ 月 説 明 資 料 
令 和 ５ 年 ５ 月 1 9 日 
道 路 局 

【問合せ先】 
（こども・交通事故データマップ・ソフト対策について） 
道路局交通安全・自転車政策課 電話：045-671-2323 

（こども・通学路リスクマップ・ハード対策について） 
道路局施設課 電話：045-671-2785 

 



 

 

横浜市では、市内全域の小学生・中学生の交通事故の発生場所や事故の概要を Google マップ（マイマップ

機能）で確認できる「こども・交通事故データマップ」を公開しています。 

子どもの交通事故に特化して、多くの方が使い慣れている Google マップ（マイマップ機能）をベースに、操

作のしやすさやわかりやすさを重視した地図として「見える化」しています。 

スクールゾーン対策協議会の皆様や地域の方々、保護者の皆様も、ぜひ、通学路の安全点検や日頃の交通安

全活動などで、ご活用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「こども・交通事故データマップ」を公開しています 

マップの特徴 

・ 市内全域の小学生・中学生の交通事故の発生場所や事故の概要を Google マップで確認できます。 

・ 地図上のアイコンをクリックすると交通事故の概要が表示されます。 

・ 交通事故箇所を Google ストリートビューでも見ることができます。 

・ 神奈川県警察の交通事故データ（2017 年から 2021 年までの５年間）をもとに作成しています。 

引用：Google マップ 

アイコンを選択すると、 

事故の概要が確認できます 

【掲載イメージ】 

こども・交通事故データマップはこちら 

横浜市  交通事故データマップ 検索 

■ 子どもの通学路交通安全対策事業の紹介ページを公開しています。 
 
【公開先 URL】 
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/k
otsu/anzen/kodomo_tsugakuro.html 

 
横浜市  交通安全 検索 

▼二次元コードはこちら 

ご利用にあたって 

・ 「小学生関係事故」、「中学生関係事故」の２つに区分しています。 

・ 年・区分ごとに表示と非表示を切り替えることができます。 

・ 交通事故の概要の「当事者種別」の表示順は、過失の重さの順番ではありません。 

・ マップの操作方法は、お手持ちの端末及び OS によって異なります。 

問合せ先  横浜市道路局交通安全・自転車政策課  電話 045-671-2323 

参考資料 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kotsu/anzen/kodomo_tsugakuro.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kotsu/anzen/kodomo_tsugakuro.html


 

  

【iOS 版】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Android 版】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

１ 「こども・交通事故データ

マップ」へアクセス 

３        部分をタッチして Google ストリートビューを表示 2 指で画面を拡大し、 

  確認したい箇所をタッチ 

※Google マップのアプリをインストールしている場合 

 
引用：Google マップ 

 
引用：Google マップ 

 
引用：Google マップ 

 
引用：Google マップ 

１ 「こども・交通事故データ

マップ」へアクセス 

2 指で画面を拡大し、 

  確認したい箇所をタッチ 

３      をタッチして、 

Google マップを表示 

4       部分をタッチして Google ストリートビューを表示 

 
引用：Google マップ 

 
引用：Google マップ 

 
引用：Google マップ 

※こども・交通事故データマップ（Google マ

イマップ）の操作方法や表示は、使用する端

末や OS により異なりますので、ご了承くだ

さい。 

 
引用：Google マップ 

 
引用：Google マップ 

【参考】 「こども・交通事故データマップ」の操作方法（スマートフォン版） 



〇重症度等に応じて医療機関を受診してください

【地域の診療所】
発災時の開設状況を区役所が周知する予定です。

発災時に負傷者が医療機関に殺到して混乱が起きることを避けるため、けがなどの重症度や緊急度に
応じて医療機関を受診してください。

〇発災時の医療体制が変更になりました（身近な診療所開設）
これまで都筑区では、発災時に地域の診療所は開設せず、区内２か所に設置する仮設救護所で負傷者

対応を行うこととしていましたが、令和５年４月１日から、震度６弱以上の地震が観測された場合、診
療可能な診療所は黄色いのぼり旗を掲げて、軽症者の対応を行うこととなりました。

発災時に医療機関を受診する必要がある場合は、黄色いのぼり旗を目印にお近くの診療所を受診して
ください。

なお、仮設救護所は区役所１か所に設置し、軽症者の対応を行います。

黄旗掲げる
診療所の画像

～都筑区における災害時の医療体制～

【災害拠点病院】
昭和大学横浜市北部病院、昭和大学藤が丘病院、
労災病院など市内13か所

【災害時救急病院】
つづき病院、高田中央病院、牧野記念病院、
鴨居病院など市内94か所

【重症】
歩行できない＋生命に危険があ
る

【中等症】
歩行できない（生命に危険はな
い）

【軽症】
歩行できるが医師の診察が必要

【軽度の負傷】区民の自助・共助による応急手当

重症度 受診先横浜市（都筑区）の標準的な災害時の医療体制

　　詳細はこちらから
（横浜市ホームページ）

区連会５月定例会配付資料
令和５年５月19日
都筑区福祉保健課



4月 累計 4月 累計

（件） 4 13 0 7 6

建  物  火  災 （件） 3 6 0 5 1

車  両  火  災 （件） 0 2 0 1 1

そ の 他 の火 災 （件） 1 5 0 1 4

（㎡） 0 94 0 158 △ 64

（人） 0 0 0 1 △ 1

4月 累計 4月 累計

（件） 734 3,269 789 3,221 48

急          病 （件） 510 2,306 545 2,221 85

交  通  事  故 （件） 43 173 45 165 8

一  般  負  傷 （件） 125 568 156 608 △ 40

そ    の    他 （件） 56 222 43 227 △ 5

 

■　区内の火災状況　 　　　         　                          　　　　　　　　　　　    都筑消防署

区分　／　年別
令和５年 令和４年

累計前年比 増△減

火    災    件    数

火
災
種
別

焼  損  面  積

死          者

■　区内の救急状況

区分　／　年別
令和５年 令和４年

累計前年比 増△減

救    急    件    数

救
急
種
別

※　令和５年の数値は速報値のため、変更になる場合があります。

１１９情報

【４月中 ４件】
４月10日（月） 見花山 建物火災 ４月29日（土） その他の火災
４月13日（木） 茅ケ崎中央 建物火災
４月14日（金） 葛が谷 建物火災

区連会５月定例会説明資料
令 和 ５ 年 ５ 月 19 日
都 筑 消 防 署

熱中症は予防が大事！！
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